
文化振興財団と共催で『文化芸術における「新しい公共」

連携フォーラム』を大田市のあすてらすで開催します。  

そのフォーラムの中で「地域づくり団体マネジメント研

修」を行います。 ”文化芸術”や”地域づくり”に共通する

「地域との連携」という視点について、ＩＩＨＯＥ代表の川北

秀人氏からお話をいただきます。  

また、異分野の皆さんとの交流のきっかけにもなればい

いなと思っています。 この機会にぜひご参加ください！  

 

【日 程】 6 月 1 日（金）～ 6 月 2 日（土）  
1日目：13:30～14:30 基調講演  

   「文化芸術における新しい公共のこれから」  

    14:40～17:00 パネルディスカッション  

    17:00～    交流会  

2日目： 9:30～12:00 地域づくり団体マネジメント研修  

 特別講座①「地域の魅力を活かすコーディネートとは」 
          （ふるさと島根定住財団主催講座）  

   13:00～14:30 まとめ  

【会 場】 島根県立男女共同参画センター あすてらす 

【講 師】 川北秀人氏ほか  

【対 象】 県内のＮＰＯ、地域づくり団体、文化芸術団体等  

【参加費】 無料（ただし、交流会は 4,000円）  

【申込先】（財）島根県文化振興財団 

県民文化連携スタッフ 

TEL:０８５２-２２-５５０２  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野俊雄氏（行政書士・当財団専門相談員）による

ＮＰＯ入門講座「ＮＰＯのはじめの一歩！」および地元

ＮＰＯの事例発表を通して、団体設立手順や心構えを

学べます。任意団体の方やＮＰＯに興味のある方（設

立検討中の方も）歓迎します！ 

参加費、無料です。 

 

 

6 月 13 日（水）１３：３０～１６：３０ 

出雲市役所５階入札室 

6 月 15 日（金）１３：３０～１６：３０ 

(財)島根県石央地域地場産業振興センター研修室２階 

■１３：３０～講座「NPOのはじめの一歩！」  

講師：中野俊雄氏（行政書士・当財団専門相談員） 

■１５：３０～「先輩に聞いてみよう！NPO 法人の心構え」

＊＊＊発表予定団体＊＊＊ 

出雲～NPO法人療育センター燦々 

 江津～NPO法人てごねっと石見 

地元で活躍するＮＰＯ法人の方から、法人になったメリット

や、設立にあたっての心構えなどをお話いただきます。 

地元ならではのお話が聞けると思います。 

2012.5.2１ 
５０ 

月号 
 

NPO入門講座のご案内    

 

 

ほとんどのＮＰＯ法人が、定款において例えば

「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理

する」など、法人の代表権を理事長や代表理事に

制限しています。 

このたびの法改正等に伴い、「代表権の範囲また

は制限に関する定めがあるときは、その定め」を

登記しなければならなくなりました。 

今までは、定款で「理事長」のみが法人を代表

とする旨の定めがあっても、理事全員を「代表権

を有する者」として登記しており、定款と登記の

内容が合致していなかったのです。 

しかし、今後は「代表権を有す 

る理事」のみを登記することに 

なりましたので、代表権を有しない 

理事（例えば理事長以外の代表権を制限された、い

わゆる平理事）について「平成 24年 4月 1日 代表

権喪失」を原因とする変更の登記をしなければなり

ません。 

この変更登記は、平成 24年 10月 1日までに行わ

なければならず、20 万円以下の過料に処せられる

ことがありますので、ご注意ください。 

詳しくは、所轄の法務局へお問い合わせください。 

文化芸術における「新しい公共」 

連携フォーラムのご案内 

出雲 

江津 

多くのＮＰＯ法人が『変更登記』必要に！ 
 

重  要 

地域づくり団体マネジメント研修のご案内 



 

配食用小型電気自動車寄贈基金  

 

～６／２９（金） 

 

     

高齢者向け配食サービス活動を支援するため、配食用小型電気自動車
（通称みずほ号）の寄贈を行っています。 

原則週１回以上の配食活動を行っているボランティアグループ 
  （NPO 等非営利団体・法人を含むが、行政等から給配食事業の委託を受

けているもの、および社会福祉協議会は対象としない） 
 ・配食用小型電気自動車（１グループ１台、１０グループ程度の見込み） 
 ・１台 総額１１０万円を限度とする 

  みずほ教育福祉財団 福祉事業部 
Tel：０３‐３５９６-４５３２ 
URL:http://www.mizuho-ewf.or.jp/  

ヨネックススポーツ振興財団 

「青少年スポーツ振興に関する助成金」 

  ～6／３０（土） 

 青少年スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、奨励し、または自ら

行い、かつ３年以上継続して活動している団体 

  年度内に予定する一つの事業予算の 2分の 1で概ね百万円以内 

財団法人ヨネックススポーツ振興財団 事務局 

Tel：０３-３８３９-７１９５ http://www.yonex.co.jp/zaidan/joseikin.html    

  

虹の家祭り＆風の子公演 

（ボランティアも同時募集） 

 ５／２７（日） 

１０：００～１４：３０  

地域で暮らしておられる障がいを持った方と地域の方とが協力し合っての
お祭りです。喫茶・１００食限定無料カレーの振る舞い・ワクワクコーナー・フ
リマ・障害者通所作業所さんのケーキ・クッキー等のお店など 
●風の子公演『風の一座』11：00～12：20（会場体育館） 
  [赤い羽根共同募金助成事業・「愛のともしび募金」助成事業] 
江津市 渡津交流館（江津市渡津町６５８－１）  無料 

  虹の家祭り＆公演事務局   Tel：０８５５-９２-０４０４  
  Ｅ-mail: mokurisannen11@ezweb.ne.jp 

「平成の開府元年まちづくり構想」の

策定に向けて 

                  

  ５／２７（日） 

   １４：００～１７：００ 

  

少子高齢化が進む中、将来にわたり松江市民の「夢」や「目標」となる構想
が描けるよう、一人でも多くの市民の皆さんの参加をいただきたいと考えて
います。   

松江市 くにびきメッセ国際会議場 
【プログラム】 

第１部 基調講演 
「松江の可能性」（仮） ㈱日本総合研究所主席研究員 藻谷 浩介氏  

 「文化による都市づくり」（仮） 政策研究大学院大学教授 垣内恵美子氏 
第２部 パネルディスカッション 
「平成の開府元年まちづくり構想の策定に向けて」 

座長 東京大学大学院教授 大西 隆氏 
松江市政策企画課 

Tel：０８５２-５５-５１７３ 

   

  

読売新聞社「第 6 回 よみうり

子育て応援団大賞」募集 

  ～６／１１（月） 

子どもや親を対象にした支援活動を行う民間のグループや団体を表彰し
ます。 
【表彰】大賞（賞金２００万円）１団体、奨励賞（同１００万円）２団体 

読売新聞大阪本社「よみうり子育て応援団大賞」事務局 
Tel：０６-６８８１-７２２８  Fax：０６-６３５５-６５２０ 
e-mail：taisyo@yomiuri.com  URL:http://osaka.yomiuri.co.jp/ 

県民いきいき活動の促進に 

かかるロゴマーク及びキャッ

チフレーズ募集 

  ～６／２９（金） 

島根県では県民いきいき活動を促進するため、ロゴマーク及びキャッチフ
レーズを募集します。島根県在住、プロ・アマを問わず、どなたでも応募可。
１人または１グループにつき、各部門それぞれ１点まで。 
■ロゴマーク部門・最優秀賞…１点１０万円 ・優秀賞…１点１万円 
         ・特別賞…若干名 
■キャッチフレーズ部門・最優秀賞…１点５万円  ・優秀賞…１点１万円 
         ・特別賞…若干名 
  島根県環境生活部環境生活総務課 NPO活動推進室 
Tel：０８５２-２２-６０９９（直通） 

 Ｅ-mail: npo@pref.shimane.lg.jp 
 

※アイコンの説明 

  日にち  時間    場所   定員   費用   主催    期日   助成金額   問合せ先 

             会場                        助成対象 

mailto:taisyo@yomiuri.com


 

 

平成２４年度石見事務所のスタッフを紹介します！ 

【石見版】 
先月号で予告していました、石見事務所のスタッフ紹介です！石見事務所は、浜田市の「い

わみぷらっと」という複合施設に入っています。主に県西部を中心に地域活動の支援を行って

います。松江事務局の地域活動支援課ともども、今年度も、どうぞよろしくお願いします。 
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所 長 

石見部担当として各地域を回るたび

「よ～きんさったなぁ」とひと声か

けて頂き、ますますこの地に愛着が

わく今日この頃です。みなさんの活

動のお役に立てるよう、また 1 年よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

春から石見事務所勤務となりまし

た。「地域を何とかせにゃあ」と熱い

想いを持った方が多く、やりがいを

感じています。商工会や産業振興財

団も一緒に入居していますので、幅

広なお手伝いができると思います。

是非お立ち寄りを。 

 

 

 

 

 

 

 

石見部の広いエリアを職務フィール

ドとするには縁の下の小さな力です

が、地域づくりに向かう皆さんの元

気な声に誘われながら、中古品ター

ボエンジンで東奔西走のお手伝いを

させていただきたいと思います。 

 樋口 和広

徳
の り

 

 

今回から、新コーナー登場！スタッフが日常業務の

中で、気になった言葉をランダムにピックアップ、独断

と偏見（?!）のもとに考察してみたいと思います。 

今回は、認定 NPO 法人の仮認定制度が導入さ

れ、注目されている「仮認定」について取り上げてみ

たいと思います。 

これは、認定 NPO法人になるための８つの要件のう

ち、もっとも難しい要件である PST 要件を免除して

もらえる！という、なんとも寛容な制度です。H２４年

４月～３年間は５年を経過している法人も申請可

能という経過措置があるのも見逃せません。これを

過ぎると、仮認定を申請できるのが、設立して５年 

 

 

以内の法人に限られるようになるので、老舗法人に

とってはチャンスです。といっても、有効期間は３年

間。本認定をそれまでにクリアする必要があります。 

仮認定のメリットは、本認定同様、寄付金控除

（個人）、損金算入限度額の拡大（法人）が受け

られること。寄付者へのメリットを活用しながら、本

認定を目指せます。 

昨年１２月島根県の行った NPO に関するアンケー

トでも、３割を超える法人から、仮認定・認定 NPO

法人に申請したい、または検討したい、と回答があ

り、関心の高さが伺えます。 

皆様の団体も、検討してみてはいかがでしょうか。 

 

 

石見事務所では、活動の話し合いや作業をサポート

するために「交流サロンいわみ」を開設しています。

印刷機やパソコンなどもご利用いただけますので、ご

活用ください。 

【お申込み・お問い合わせ先】 

（公財）ふるさと島根定住財団 石見事務所 

 TEL：0855－25－1600 

 

専門相談員が直接法人事務所を訪問。認定要件など認定ＮＰ

Ｏ法人の申請に向けて、個別指導を致します。 

【実施期間】 6 月１日(金)～ 12月 21 日(金) 

★ 5月 31 日（木）〆切 

【定員】10 法人（ひと月 1～2法人限定） 

【条件】 ●地域ポータルサイト「だんだん」認証レベル２ 

●事前チェックシートの提出 要 

注）申請書類作成の代行は行いません。ご自身で作成いただきます。 

訪問相談【認定ＮＰＯ】のご案内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

            今後のセミナー開講予定（今年度前半） 

■地域づくり団体マネジメント研修・・・６/２（大田） 

■ＮＰＯ入門講座・・・６/１３（出雲）、１５（江津） 

■協働環境醸成講座・・・７/２・３（松江） 

■ＣＳＲセミナー・・・７/４（松江） 

■ＣＡＮＰＡＮセミナー・・・７/２４（益田）、２５（松江） 

■労務管理講座・・・８/７（松江）・８（浜田） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京生まれ。昭和 47年、栃木県から

旧平田市へ一家で移り住む。理事長

を務め今年で 12 年目。全国住民参

加型在宅福祉サービス連絡協議会

副代表を務めるなど、全国的にも活

躍の場を広げる。 

団体の今までの主な活動 

 平成 4年「たすけあい平田」発足 

平成 12年 NPO法人格を取得 

平成 15年 居宅介護支援開始 

平成 17年 福祉移送サービス開始 

 

ボランティアから立ち上がった県内初

の指定訪問介護事業所。主な事業は

介護保険サービス、市委託事業、助け

合い活動、介護タクシー等。平成 21

年度ステップアップ事業採択団体。 

「子供を抱えて見知らぬ土地に来

て、困ったことがあるたびに、友達に

助けてもらった。私のように、救いの

手を求めている人は他にもいるって

思ったの。」熊谷さんのその気づきか

ら「たすけあい平田」は生まれ、今で

は会員数 500 名を抱える NPO 法人と

なった。 

始まりは市報に「何かあったら、電

話一本で助けてくれる組織が必要じゃ

ないか」という記事を書いたことだっ

た。それを機に、平成元年、旧平田市

のボランティアコーディネーターを務 

 

近くに住むもう一人の家族 

 〒697-0034 

浜田市相生町 1391-8 シティパルク浜田 2 階 

石見産業支援センター「いわみぷらっと」内 

TEL (0855)25-1600  FAX (0855)25-1630 

E-mail： iwami@teiju.or.jp 

石見 

事務所 

 

 

 

 

 

 

 

〒690-0003  

松江市朝日町478-18 松江テルサ３階 

TEL (0852)28-0690  FAX (0852) 28-0692 

E-mail： shimane@teiju.or.jp 

 

松江 

事務局 

 

訪問介護の様子 

NPO法人 たすけあい平田 

理事長 熊谷 美和子さん 

 

【H24.4.30現在】 
●県内ＮＰＯ法人数・・・255   （ 内 認定 NPO法人数・・・１ ) 

●新設ＮＰＯ法人数・・・   1   （ H24.4月分）  

●しまね社会貢献基金登録団体数・・・54 

●だんだん認証レベル取得団体数・・・３８  （ 内 レベル２・・・19)
 

                           

 

 

 

 

 

 

いつも「しまねいきいきねっと」をお読みいただきありがと

うございます。おかげさまで、主に地域づくり・NPO活動団体に

向けた情報紙として 2008年4月に創刊して以来、今回で 50号

を数えることとなりました。活力と魅力ある地域づくりの推進の

ために役立てていただけるような情報紙を目指します。 

また、今年で、（公財）ふるさと島根定住財団は20周年を迎え

ます。島根県の定住につながる地域の担い手の育成や地域課

題の解決に活躍する団体の支援に一層努めていきたいと思い

ますので、引き続きよろしくお願いします。      （Ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （しまね県民活動支援センター） 

 

めることとなる。「自分達のような、

困った時はお互い様で頼りあえる

組織を作りたい」と考えた。 

それからの道のりを周囲と協力し

合って歩んでいくうちに、地域ニー

ズに則した助け合いを広げるには、

制度が必要だと気づく。制度創設の

賛同者を得るために、仲間とともに

介護の大切さを説いて回った。そし

て「たすけあい制度」が誕生、団体

発足となった。平成 6年には独居女

性の介護を 13人の会員で協力して

サポートし、看取りにも立ち会っ

た。利用者の皆様の「平田に住ん

でいてよかった」というお声から、

「私たちは、お手伝いが必要な方の

近くに住むもう一人の家族のよう

な存在になろう」と決意。相互扶助

の精神を軸とした今日の体制が実

現した。 

制度がなければ創る、課題があ

れば「えいっ」とハードルを飛び越え

る。今後も仲間と知恵を出し合っ

て、元気印高齢者の地域における

活躍の場を増やしたいと抱負を語

る。「もう一人の家族」の輪がさらな

る広がりを見せていく。   （Ａ） 

『島根で頑張る人』は県内で活動する人にスポットを当て、考え

方や経験から団体活動に迫るコーナーです。スタッフの「学び」

も兼ねて取材させていただいています。 


